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●感染症の危機管理

オセアニア
オーストラリア ２

２ 南米
ブラジル １

１

台湾 グローブボックス型
（詳細は不明）

P4施設（きわめて危険な病原体を取り扱う高度安全実験施設）
〔P4（Physical containment4）はBSL-4（Biosafety level4)と同義〕

アジア
日本 ２施設

理化学研究所
国立感染症研究所

過去に米国へウイルス診断を依頼

現在の状況
現在、両施設とも当該P4施設において

P4レベルの実験は行っていない。
また、適時点検を行いフィルター等の
設備更新及び維持管理を行っている。

今後の利用予定
現在P4施設の利用は予定されていない。

アジア地域での協力体制が必要
日本の貢献は重要

EU加盟国
スウェーデン １
ドイツ ２
フランス １
英国 ４
スペイン １

９

独立国家共同体（CIS）
ベラルーシ １
ロシア ２

３

北米
カナダ １
米国 ６

７

アフリカ
ガボン １

南アフリカ １

２

●世界と比較したP4施設の現状

感染源

発症

迅速な対応
をしなければ
感染拡大の
恐れあり

感染経路の特定
病原体の迅速診断 感染拡大の防止

（防疫・サーベイランス）

危機管理を支える人材・研究費・施設の
充実が必要

ワクチン開発

感染症病床の整備

（結果対処に
よる被害の限
局化が重要）

（野生動物の病
原巣に対する所
管省庁無し）

“我々は今や世界規模で感染症に
よる危機に瀕している。
もはや、どの国も安全でない。”

●世界保健機関 警告

• 蚊が媒介する感染症

– マラリア（１００万人死亡）、デング熱（２万４千人
死亡）、日本脳炎（５万人死亡）、ウエストナイル
熱（米国では、2003年に２６４人死亡）

• 狂犬病

– 非発生国は僅か。（５万人程度死亡）

• ネズミが媒介する感染症

– レプトスピラ症（千人死亡）

• 結核（多剤耐性菌も出現）

– 死亡（日本：２千人、世界２百万人）

●再興感染症

Ⅰ-３-（３）新興・再興感染症への対処②
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平均的な関心を
持っている
23.3%

最も関心が高い
16.9%

最も関心が低い
0.0%

比較的関心が低
い
6.4%

比較的関心が高
い
53.4%

我が国の食生活が豊かになる一方、ＢＳＥ（牛海綿状脳症）の発生や残留農薬問題など食の安全を脅かす事件
も相次いで発生している。このような中、食の安全に対する関心は高く、食の安全に対して何らかの不安を感じて
いる者が９割以上に上っている。

Ⅰ-３-（４）ＢＳＥ等食の安全性への問題

●食の安全に対する不安

●日常生活をとりまく、自然災害、

環境問題、犯罪、交通事故などの
分野に比べた、食の安全の分野
への関心の高さ。

多少不安を感じ
ている
66.0%

非常に不安を感
じている
28.8%

安心も不安も感
じていない
1.8%

安心している
3.4%

（出所：内閣府）

●食に対して不安を感じる理由
43.4%

20.7%

16.8%

8.1%

6.8%

3.9%

0.3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

規格基準や表示等の規制が守られていないと感じるため

規格基準や表示等の規制が不十分と感じるため

食の安全性に関する情報が不足していると感じるため

科学的な検証や根拠に疑問を感じるため

漠然とした不安を拭いきれないため

その他

無回答

●我が国及びのBSE発生数

（出所：厚生労働省）

１４３

５４

１９

２８

食品衛生法による
残留農薬基準設定
農薬数 ２４４

国際的に食用農産物に使用が認められている農薬数 約700

コーデックス委員会により
基準値が設定されている農薬数約130

農薬取締法による
国内食用登録農薬数 約350

注）黄色の部分（約700から既設定の244農薬を除いた部分）の基準は未設定。

１４３

５４

１９

２８

食品衛生法による
残留農薬基準設定
農薬数 ２４４

国際的に食用農産物に使用が認められている農薬数 約700

コーデックス委員会により
基準値が設定されている農薬数約130

農薬取締法による
国内食用登録農薬数 約350

注）黄色の部分（約700から既設定の244農薬を除いた部分）の基準は未設定。

●残留農薬基準の設定状況

（出所：厚生労働省）
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● 食品の安全性を確保するために改善が重要と考える段階



43

14,595
16,147

18,745
21,234

23,348
25,533

27,62326,545
28,416

33,403

121 296 521 643
2,922

8,774
5,252 5,383

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

平
成
６年

度
平
成
７年

度
平
成
８年

度
平
成
９年

度
平
成
１０
年
度

平
成
１１
年
度

平
成
１２
年
度

平
成
１３
年
度

平
成
１４
年
度

平
成
１５
年
度

医薬品 医療機器

ときどきある
57.7%

あまりない
23.4%

まったくない
2.4%

無回答
0.9%

よくある
15.6%

医療技術の高度化や治療内容の複雑化により、医療は様々な職種の連携によって提供されるようになっており、
「人」、「施設」、「もの」を軸とした組織的、体系的な医療安全対策が不可欠。
一方、７割を超える者が、医療機関や医師等に対し不安を感じている。

Ⅰ-３-（５）医療安全

●我が国の訴訟新規受付数(最高裁判所調べ)

●全国紙5紙（朝日、読売、毎日、産経、日経）にみる
医療過誤（ミス）をテーマにした記事本数

（出所：最高裁判所）
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注１） 日経テレコン21（日本経済新聞社）による記事検索で、「医療過誤」「医療ミス」を題材
（見出し、本文、キーワード、分類語）にした記事本数（ダブりは除外）をカウントした。隔年に
実際に起きた過誤（ミス）を調べたものではない。

注２） メディカル朝日 平成16年3月号より引用

注３） 記事本数＝過誤＋ミス－重複
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●医療に対する不安

（出所：（株）UFJ総合研究所）

●医薬品副作用・医療機器不具合等届出件数の推移
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Ⅰ-３-（６）大規模災害への対処

●世界の災害に比較する日本の災害 ●地域別に見た世界の自然災害

（1997-2001）

（出所：内閣府）

我が国は、その自然的条件から、地震、台風、豪雨、火山噴火などによる災害が発生しやすい国土となっている。
世界全体に占める日本の災害発生割合は、マグニチュード６以上の地震回数20.5％、活火山数7.1％、死者数
0.5％、災害被害額16.0％など、世界の0.25％の国土面積に比して、非常に高い。
自然災害は世界各地で発生し、多くの人命と財産が失われている。アジア地域では、近年においても毎年、死
者・行方不明者が数千人を超える被害が続いており、この５年間の世界全体に占めるアジア地域の災害の発生
状況をみると、災害発生件数で世界の約４割、被災者数で同約９割、直接被害額で同約５割と、大きな割合を占
めている。また、都市部などの人口密集地においては、自然災害のみならず、放火などの人為的な要因や事故
などにより大規模な災害へとつながることもあり得る。

●世界の自然災害発生頻度及び被害状況の推移

●自然災害による死者・行方不明者数の推移

（出典：内閣府）

●災害原因別死者・行方不明者数の推移

自然災害以外の大規模災害の事例

・オーストリア･カプルン、ケーブルカー
火災事故（2000.11）
・新宿歌舞伎町ビル火災（2001.9）
・韓国地下鉄火災（2003.2）
・三重ごみ固形化燃料(RDF)発電所
火災・爆発 （2003.8）
・(株)ブリヂストン栃木工場火災
（2003.9）
・出光興産(株)北海道製油所ナフサタ
ンク全面火災 （2003.9）
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災害復旧投資

維持管理投資

道路、トンネル、建物、橋梁、空港など社会基盤施設の劣化による事故災害を防止し、長寿命化を図るための維
持管理経費は、今後も更に増大すると考えられるため、これらのコスト縮減が必要。

Ⅰ-３-（７）社会・産業インフラ①－社会基盤の劣化－

●道路・港湾等社会資本の維持管理投資・災害復旧投資の推移

（出所：国土交通白書）

●トンネル以外のコンクリート構造物（例：高速道路、
コンクリート橋梁等）の劣化調査

※劣化度：コンクリート構造物の劣化の進行度合を示すもの。劣化度ⅲ以上は
補修等を視野に入れて点検や監視を必要とするレベルに劣化している。

（出所：土木コンクリート構造耐久性検討委員会）
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●劣化要因の推移（トンネル以外のコンクリート構造物、劣化度ⅱ~ⅴ）

（出所：土木コンクリート構造耐久性検討委員会）
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製造業全体の設備投資は、減少基調で、2001年はピーク時の約５割の水準。製造業全体の設備の平均年齢は、
2002年には約12.0年と上昇し、米国に比較しても高い状況にある。
製造業全体の設備年齢が高くなる中で、設備の経過年数に応じた設備の更新・補修が必要。

Ⅰ-３-（７）社会・産業インフラ②－産業インフラの劣化－

●製造業の設備年齢の推移●製造業の出荷額と設備投資の推移

（出所：経済産業省、財務省）
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備考：90年時点において68SNAベースと93SNAベースの統計を接続。
　　　 日本の設備の平均年齢＝〔（前期の平均年齢＋１）×（前期末の資本ストック－今期の除却額）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋今期の設備投資額×0.5〕÷今期の資本ストック
資料：日本は内閣府「民間資本ストック統計」、経済企画庁「昭和４５年国富調査」
　　　　米国は、U.S. Department of　Commerce, Bureau of Economic Analysis公表資料より作成。

我が国製造業の設備ビンテージ

米国製造業の設備ビンテージ

（出所：経済産業省、財務省）
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●製造業の業種別設備経年数

備考：設備経年数とは、設備の設置年からの経過年数。 （出所：経済産業省）

 

通常のメンテナンス

適切な維持補修
投資が必要

●設備経過年数と故障発生率の関係（通称：バスタブ曲線）

出典：Reliability Modeling and General Redundancy Techniques,1978, Bill D. Carroll
（Ⅰ）初期故障期間：施設・設備の不具合要因（設計ミス等）による故障が使用の初期に顕在化する時期。
（Ⅱ）偶発故障期間：初期故障がおさまった後、故障率がほぼ一定となる期間。
（Ⅲ）摩耗故障期間、経年劣化期間：偶発故障期間に続き、故障率が漸次高くなる期間、設備の摩耗、疲労な
どにより寿命が尽きることによる。設備寿命を延ばすためには、この段階を迎える前に適切な維持補修が必
要となる。
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我が国の刑法犯の認知件数などは増加傾向を示している。

Ⅰ-３-（８）生活安全

●刑法犯の認知件数・検挙人員及び発生
率の推移

（出所：警察庁）

●来日外国人 犯罪検挙 推移 ●来日外国人 凶悪犯検挙 推移

●覚せい剤事犯検挙者の年次推移

（出所：厚生労働省、警察庁、海上保安庁、財務省）
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　第１次乱用期
○軍部からの流出

　と国内密造

○敗戦で荒廃した

　社会にヒロポン

　大流行

○罰則強化、徹底

　取締、国民運動

　展開により鎮静
　化

　第２次乱用期

○暴力団の資金源と

　してシャブの密輸・

　密売（仕出地は

　　　　　　韓国・台湾）
○青少年の乱用と

　中毒者の凶悪犯罪

○徹底取締にも完全

　に鎮静化せず

　第３次乱用期
○暴力団に加えイラン人

　等密売組織の街頭や携
　帯電話による販売

　　（仕出地は

　　　　　　中国・北朝鮮）

○中・高校生のファッショ

　ン感覚による乱用急増

少年の凶悪犯罪の事例

・神戸少年殺害事件（1997.2）
・西鉄バスジャック事件（2000.5）
・付属池田小事件（2001.6）
・長崎男児誘拐殺害事件（2003.7）
・長崎少女殺害事件（2004.6）

●少年刑法犯の検挙人員及び人口比
の推移

出典：法務省
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（出所：警察庁）

●少年凶悪犯検挙人員の推移

（出所：警察庁） （出所：警察庁）
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冷戦終結により東西対立の下で押さえ込まれてきた世界各地の様々な対立が先鋭化。またアジア地域における
安全保障問題も、近年特に顕在化。

Ⅰ-３-（９）国際テロリズムと我が国を取り巻く安全保障環境

・地下鉄サリン事件
（１995.3）

・米国 同時多発テロ
（2001.9）
・米国 炭そ菌事件
（2001.10）

・インドネシア

バリ島爆弾テロ（2002.9）

・スペイン マドリード

列車爆発テロ（2004.3）

・ロシア モスクワ
市劇場占拠事件
（2002.10）

・対イラク戦争
（2003.3～）

・イラク国内における
自爆テロ

北朝鮮
核開発問題、テポドン
等弾道ミサイル問題

中国の海洋調査船、
原潜領海侵犯、

尖閣諸島等領土問題

※近年の情勢事例

・情報収集衛星1号機打ち上げ
（2003.3）
・情報収集衛星2号機打ち上げ失敗
（ 2003.11)
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インターネットの爆発的な普及により、コンピュータ・ネットワークをその手段として利用した犯罪は、急激に増加して
いる。
サイバー犯罪が高度情報通信社会の健全な発展に重大な障害となるものであり、政府として積極的に対策を講じ
ていく必要があるものである。また、サイバー犯罪は国境を容易に越えることのできる性質を有し、その対策には国
際協調が重要である。

Ⅰ-３-（１０）ネットワーク社会におけるプライバシー・セキュリティ問題

●ハイテク犯罪検挙件数の推移●ウイルス届出件数の年別推移
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●日米における不正アクセス届出件数

●ハイテク犯罪対策重点推進プログラム

（出所：警察庁）

●不正アクセス禁止法の体系

（出所：情報処理推進機構） （出所：警察庁） （出所：警察庁）

（出所：警察庁）
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Ⅱ.第３期期間中（２００６～２０１０年度）
及びそれ以降に想定される情勢変化


